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１． 固定資産税の納付（第4期分）…固定資産税第4期分の納期限が到来します。資金繰りも考慮した上で、納付もれのないようにし 
ましょう。期限は、市町村の条例で定める日です。 

２． 所得税の確定申告の受付開始…令和7年分の所得税の確定申告の受付は、3月16日までです。所得税を現金で納付する場合は同日 
が期限となるため、納付手続きを忘れないようにしましょう。振替納付の場合の振替日は4月23日です。こちらは、引き落とし 

口座の残高を確認しておきましょう。また、個人事業者の消費税の確定申告は3月31日までです。消費税を現金で納付する場合 

は3月31日が期限ですが、振替納付の場合の振替日は4月30日です。 

３． 国民年金保険料の「2年前納」の手続き…2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」は6ケ月及び1年前 
納に比べて割引額が大きくなっています。申込期限は、口座振替もしくはクレジットカードの場合は毎年2月末、現金の場合は3 

月末です。希望される方は早めに手続きをしましょう。 

４．労働保険料等の口座振替納付の申込…労働保険料等の納付は口座振替にすることができるようになっています。来年度（第1期）よ

より口座振替とするには、2月25日までに口座を開設している金融機関で手続きを行う必要があります。 
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2月といえば立春。暦の上では春を迎えますが、まだまだ寒い日が続きます。風邪など召されませぬようご自愛ください。 

掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当法人までお問い合わせください。 

 

所得税（復興特別所得税を含む。以下同じ）の確定申告時期にあわせ、 

令和7年分の確定申告での主な変更点をご紹介します。 

 ◆基礎控除等の改正と確定申告◆  

令和７年分の所得税 確定申告の変更点 

 令和7年分では、令和7年度税制改正により見直された

次の項目に注意します。 

 

 令和8年1月以降、新たに次の調書等がマイナポータル連携 

の対象となりました。 

 ◆マイナポータル連携の対象追加◆ 

 ◆法定申告・納期限等◆  

お  仕  事  備  忘  録 

 様式としては、申告書の第一表や第二表に次の記載項目 

が追加されています。 

なお、主に超富裕層を対象としたミニマムタックスは、

令和7年分からの開始です。 

 

 利用には、事前の連携手続が必要です。 

 なお、マイナポータル連携にマイナンバーカードを利用する

際には、電子証明書等の有効期限にご注意ください。 

 令和7年分の法定申告・納期限、口座振替日は次のとおりで

す。 

 （※）地方消費税含む。課税期間の特例適用者は、特例期間に応じた期限等あり。 

（参考）令和7年分の財産債務調書や国外財産調書の提出期限は、令和8年6月30（火）です。 
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２月２日(月) 　●　贈与税の申告の提出・納付（～3月16日）

２月１０日(火)　●　源泉所得税・復興特別所得税・住民税等特別徴収分の納期限（1月分）

　●　継続・有期事業概算保険料延納額の支払期限（第3期分※口座振替を利用する場合 ）

　●　所得税確定申告の受付開始（～3月16日） 

　●　所得税確定申告税額の延納届出（～3月16日） 

　●　所得税及び復興特別所得税の納付（～3月16日※現金納付の場合） 

　●　12月決算法人の申告・納税、6月決算法人の予定納税申告・納付期限 （3月2日期限）

　(前事業年度の法人税額が20万円超、直前の課税期間の消費税年税額が48万円超400万円以下)

　●　3月・6月・9月決算法人の消費税予定納税申告・納付期限（3月2日期限）

　(直前の課税期間の消費税年税額が400万円超4,800万円以下)

　●　健康保険・厚生年金保険料の支払期限（1月分）（3月2日期限）

　●　じん肺健康管理実施状況報告の提出期限（3月2日期限）

　●　固定資産税第4期分の納期限　※市町村の条例で定める日まで

２月２８日(土)

お仕事カレンダー

２月１６日(月)

参考：財務省「令和 7 年度 税制改正の解説」他 

 

退職手当等に係る税の徴収と改正 

退職手当等について税の徴収を行う際の税額計算と、その計算に用いる書類等に関する改正は、 

令和8 年1月1日からのスタートとなります。ここでは、主な改正の概要を整理します。 

 ◆退職手当等に係る税の徴収◆  

 退職金など退職手当等を支払うときに、支払う者は所得

税（復興特別所得税を含む）や住民税を徴収し、原則、翌

月10 日までに納める必要があります。 

 

この徴収を行う際、退職手当等を受け取る者から「退職

所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書（以下、退職

受給申告書）」の提出がある場合には、これを基に税額を

計算します。提出がなければ、支給額に対してそれぞれ一

律の税率を乗じて計算します。 

 

 ◆改正の概要◆  

（１）老齢一時金に関する調整計算 

 

退職手当等を受け取る年の前年以前4年内に他の退職手

当等を受け取っていて勤続期間が重複している場合は、そ

の重複分を調整し、課税の公平性を確保しています。 

 

今回の改正では、定年の引き上げなどにより、退職手当

等の受給年齢が65 歳以降になるケースが増えることを想

定し、令和8年1月1日以後に老齢一時金（確定拠出年金

法に基づく老齢給付金として支給される一時金）を受け取

り、その後に老齢一時金以外の退職手当等を受け取った場

合について、重複分の調整の対象となる退職手当等は、

「その退職手当等を受け取る年の前年以前9年内に受け取

ったもの」となりました。 

（2）退職受給申告書の改正 

 

（1）の改正に伴い、退職受給申告書の様式が改正されま

した。 

また、その退職手当等が老齢一時金に該当する場合、退

職受給申告書の保存期間が「 7 年」から「10 年」に延長

されています。 

これらの改正は、令和8 年1月1日以後に受け取る退職

手当等に関して提出される、退職受給申告書に適用されま

す。 

② 様式等の見直し 

退職手当等の種類が多様化しているため、源泉徴収票等の

様式および記載方法が見直されました。 

これらの改正は、令和8年1月1日以後支払分の源泉徴収

票等から適用されます。ただし、当分の間、旧様式に新様式

の内容を記載すれば新様式として扱われます。なお、令和8 

年度税制改正大綱には、eLTAX が整備されるまでの間、市町

村長への提出を省略できることが盛り込まれています。 

（出典：MyKomon） 

（3）源泉徴収票・特別徴収票の改正 

 

① 提出範囲の拡大 

生涯において複数の退職手当等を受け取る者が増えている

状況などを踏まえ、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票（以

下、源泉徴収票等）の提出範囲が、次のとおり拡大されまし

た。 


